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第１章 事業運営の健全化と事業計画 
 

本市では、第 11次倉吉市総合計画に位置づけられた健康福祉関連施策のもと、国民健康保険の

安定化、健全化を推進することにより、誰もが安心して医療を受けられるようになることを目的

に事業運営を行ってきている。この事業運営の対象となる被保険者数は、人口減少の影響で年々

減少し、医療給付費用額も減少傾向にあるものの、１人あたりに要する医療費は、医療の高度化

や高齢化などの影響で増加し続けている。 

一方で、被保険者に高齢者や無職者を多く含み、課税所得も減少傾向にあることから、保険給

付費の伸びに見合う財源を確保しにくい状況にもある。 

このような状況のもと、国民健康保険事業運営の健全化（国保財政の収支不均衡の解消）に向

けて効果的かつ効率的に各事業が推進できるよう取り組みの方向性や目標を設けた事業計画を策

定するものである。 

 

 

＜表１：被保険者数・世帯数の推移＞

年度 未就学児 就学児～64歳 65～69歳 70～74歳 合計 軽減あり 軽減なし 合計

28年度 275 6,436 3,105 2,201 12,017 4,570 2,908 7,478

29年度 271 5,925 2,970 2,333 11,499 4,546 2,695 7,241

30年度 245 5,486 2,739 2,561 11,031 4,471 2,559 7,030

(国民健康保険事業状況報告書)
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＜表２：一人あたりの医療費の推移＞

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

費用額 348,275 379,105 368,159 369,548 373,175

※医療費は療養費等を含む (国民健康保険事業状況報告書)
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第２章 国民健康保険事業運営（特別会計）の現状と課題  
第１節 国民健康保険事業運営の現状 
国保事業においては、保険給付費（歳出）を管理していくことが重要であり、その意味では

必要とされる保険給付費に見合う財源（歳入）を確保することが取り組みの基本となる。 

歳入における国保料の収納状況は、表３のとおりである。 

短期被保険者証の交付を活用した滞納者との接触機会の設定などを行なっていることに加え、

平成２４年度に課に債権回収担当を設置して徴収強化に取り組んだこと等により、収納率は向

上している。 

歳入の根幹である保険料の収納確保は重要であり、引き続き収納率向上に努める必要がある。 

 

 

 

 

一方、歳出における保険給付費については、表４のとおりである。 

被保険者数の減少により、医療給付費用総額は減少傾向にある。平成 30年度の被保険者１

人あたりの医療費は免疫チェックポイント阻害剤などにより、前年度に対して増加した。レセ

＜表３：国保料収納率等の推移＞ （金額単位：円）

年度 区分 調定額 収納額 不納欠損額 収納率

現年度 1,005,327,200 951,289,701 0 94.62%

滞繰分 179,078,308 49,942,039 14,653,689 27.89%

計 1,184,405,508 1,001,231,740 14,653,689 84.53%

現年度 968,792,100 920,331,695 0 95.00%

滞繰分 165,694,579 63,904,673 9,917,055 38.57%

計 1,134,486,679 984,236,368 9,917,055 86.76%

現年度 958,794,000 914,355,717 0 95.37%

滞繰分 137,180,156 57,392,394 6,960,247 41.84%

計 1,095,974,156 971,748,111 6,960,247 88.67%

(国民健康保険事業状況報告書)
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プト点検調査や保健事業の実施、さらには交通事故等にかかる第三者行為に対する求償事務な

どにより医療費の適正化に努めているが、保険財政は厳しい状況にある。 

 

 

 

＜表４：医療費の動向＞

項　　　目 区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度

一 般 4,253,000千円 4,170,207千円 4,073,325千円

退 職 171,170千円 79,231千円 43,171千円

合 計 4,424,170千円 4,249,438千円 4,116,496千円

一 般 11,514人 11,235人 10,925人

退 職 503人 264人 106人

合 計 12,017人 11,499人 11,031人

一 般 369,376円 371,180円 372,844円

退 職 340,298円 300,117円 407,277円

368,159円 369,548円 373,175円

( 対 前 年 比 ) (97.1%) (100.4%) (101.0%)

受診率 965.0% 984.9% 1005.0%

1件あたりの日数 2.01日 2.01日 1.96日

1日あたりの診療費 14,498円 14,294円 14,822円

※医療費は療養費等を含む

※受診率、1件あたりの件数及び1日あたりの診療費は入院、外来、歯科の計

(国民健康保険事業状況報告書)

0円 0円 0円

年間平均被保険者数

１人あたりの医療費

合 計

医療給付費用額

4,424,170千円

4,249,438千円

4,116,496千円

平成28年度 平成29年度 平成30年度

医療給付費用額

年間平均被保険者数

１人あたりの医療費

368,159円
369,548円

373,175円

12,017人
11,499人 11,031人

46

43

40

億円

3



 
なお、国民健康保険事業特別会計の決算状況は、表５及び表６のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

第２節 国民健康保険事業運営の課題 
国民健康保険事業運営の対象となる被保険者数の減少により、医療給付費用総額は減少傾向

にあるが、１人あたりの医療費は年々増加している。 

また、被保険者の高齢化が進み、課税所得も減少傾向にあることから、収納強化を行っても

保険給付費の伸びに見合う財源を確保することが困難な状況にある。 

また、医療費の状況は、循環器系の疾患や悪性新生物など生活習慣病関連の疾患が全体の半

数近くを占めており、医療費増加の主な要因として考えられる。高齢化の進行が急速に進んで

いることから、健康寿命の延伸が大きな課題となっている。 

このような国民健康保険事業運営にかかる構造的な課題の解決に向けて、効果的かつ効率的

に事業を推進し、当該国保事業運営の健全化をはかる必要がある。 

 

＜表５：国民健康保険事業特別会計・決算額推移＞

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比

国 保 料 ( 税 ) 1,001,372千円 15.8% 984,342千円 15.7% 971,882千円 18.9%

補 助 金 ・ 交 付 金 4,982,841千円 78.5% 4,593,267千円 73.0% 3,593,074千円 69.8%

繰 越 金 12,089千円 0.2% 221,128千円 3.5% 102,264千円 2.0%

一 般 会 計 繰 入 金 325,687千円 5.1% 468,895千円 7.5% 454,221千円 8.8%

基 金 取 り 崩 し 96千円 0.0% 86千円 0.0% 0千円 0.0%

そ の 他 収 入 29,304千円 0.4% 21,315千円 0.3% 24,330千円 0.5%

歳 入 決 算 額 6,351,389千円 100.0% 6,289,033千円 100.0% 5,145,771千円 100.0%

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比

保 険 給 付 費 3,778,458千円 61.6% 3,597,924千円 58.2% 3,496,946千円 68.4%

拠 出 金 ・ 納 付 金 2,255,626千円 36.8% 2,174,395千円 35.2% 1,334,772千円 26.1%

基 金 積 立 96千円 0.0% 226,111千円 3.7% 150,604千円 2.9%

そ の 他 支 出 96,081千円 1.6% 188,339千円 3.0% 133,480千円 2.6%

歳 出 決 算 額 6,130,261千円 100.0% 6,186,769千円 100.0% 5,115,802千円 100.0%

収　　　支

収 支 差 引 額 221,128 千円 102,264 千円 29,969 千円

実 質 単 年 度 収 支 209,039 千円 107,161 千円 78,309 千円

(国民健康保険事業状況報告書)
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＜表６：基金保有額の推移（決算時）＞

項　目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

基金保有額 486,000千円 286,000千円 286,000千円 512,025千円 662,629千円

(国民健康保険事業状況報告書)
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第３章 国民健康保険事業運営の健全化に向けた基本的な取り組み 
国保事業の現状を踏まえながら、事業運営の健全化に向けて、取り組みの方向性や目標値を定

めた上で、効果的かつ効率的な事業の推進をはかるものとする。 

 

第１節 国民健康保険料の適正賦課と収納率の向上 
１ 国民健康保険料の改定と適正な賦課 
（１）国民健康保険料の改定状況について 

国保事業の安定的な運営をはかるためには、最も基幹的な財源である国保料を適正に賦課

し、収納していくことが重要であり、国保料率を保険給付費等（平成３０年度からは国保事

業費納付金額）の推計に見合うよう検討していく必要がある。 

近年においては、平成２２年度と平成２４年度に財政状況の悪化により国保料率の引き上

げを行っている。平成２６年度には「今後の国民健康保険制度改革の見通しが示されてから

見直すべき」との答申を受け料率を据え置いていた。令和元年８月８日の答申により、令和

２年度から賦課方式及び料率の変更を行うこととした。 

 

 

 

＜表７：国保料（医療分＋支援金分）決定状況＞

年度 所得割 資産割 均等割 平等割 賦課限度額
一人あたり

調定額
県平均

平成20年度 6.30% 24.00% 22,000円 20,000円 590,000円 59,855円 72,073円

平成21年度 6.30% 24.00% 22,000円 20,000円 590,000円 59,328円 71,265円

平成22年度 7.20% 28.00% 27,600円 25,400円 630,000円 67,106円 72,295円

平成23年度 7.20% 28.00% 27,600円 25,400円 650,000円 68,175円 77,809円

平成24年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 650,000円 76,893円 78,752円

平成25年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 650,000円 76,647円 79,938円

平成26年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 670,000円 75,833円 79,305円

平成27年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 690,000円 73,814円 77,706円

平成28年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 730,000円 77,454円 80,385円

平成29年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 730,000円 77,851円 81,314円

平成30年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 770,000円 80,364円 81,110円

令和元年度 8.70% 28.00% 31,400円 28,600円 800,000円 79,272円 81,697円

(鳥取県ホームページ 「国民健康保険料(税)率決定状況」)

＜表８：国保料（介護分）決定状況＞

年度 所得割 資産割 均等割 平等割 賦課限度額
一人あたり

調定額
県平均

平成20年度 0.60% 5.50% 5,500円 3,500円 90,000円 11,630円 20,011円

平成21年度 0.60% 5.50% 5,500円 3,500円 100,000円 11,365円 19,575円

平成22年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 100,000円 18,359円 19,674円

平成23年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 120,000円 19,201円 20,999円

平成24年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 120,000円 19,233円 21,149円

平成25年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 120,000円 19,111円 21,181円

平成26年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 140,000円 18,903円 21,705円

平成27年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 160,000円 19,599円 22,243円

平成28年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 160,000円 19,355円 23,226円

平成29年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 160,000円 19,292円 23,470円

平成30年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 160,000円 19,946円 22,829円

令和元年度 1.55% 6.50% 8,500円 5,000円 160,000円 19,748円 22,962円

(鳥取県ホームページ 「国民健康保険料(税)率決定状況」)
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国保には高齢者や無職者が多く加入し、また被保険者の課税所得も年々減少しているた

め、国保料率の改定を行なっても、今後も高齢化や医療の高度化等により増加が見込まれる

保険給付費に見合った国保料の確保は困難が想定される。 

平成３０年度からは都道府県が国保の財政運営の責任主体となったが、国保料の賦課徴収

は市町村が役割を担うこととされている。引き続き、市民（被保険者）に対し国保料の賦課

の考え方等を理解していただくよう努めなければならない。 

 

 

（２）資格管理による適正な賦課の取り組みについて 
国保料を適正に賦課していくためには、被保険者の資格の把握、所得状況の把握や早期の

適用等をはかる必要がある。 

 

① 被保険者の適用 
未適用者の早期発見に努めると共に、資格を遡及して適用させる必要が生じたときは、

給付等にかかる事項の取扱いに留意しながら、国保料について遡及して適正に賦課する。 

 

② 適用適正化に関する所得状況の把握 
所得状況の把握については、引き続き所得申告書の提出を求めていく。これまでの来庁

時の聞き取りに加え、所得申告書の必要性（申告書の提出がないと適正な賦課ができない

旨）も広報していく。 

 

③ 非正規労働者に対する被用者保険の適用拡大 
非正規労働者については、現在週３０時間以上の労働者について社会保険が適用されて

いるが、平成２８年１０月に短時間労働者へ適用が拡大された。 

対象となるのは、①週２０時間以上 ②月額賃金８．８万円以上（年収１０６万円以上） 

③勤務期間１年以上見込み ④従業員５０１人以上の企業に雇用される者で、学生につい

ては適用が除外される。 

この制度が適正に運用されるよう、被保険者の実態把握に努めていく。 
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２ 国民健康保険料の収納率向上への取り組み 
（１）国保料収入の状況 

国保料の調定額は、平成２４年度の国保料の改定により増加したが、平成２５年度以降は

被保険者数の減少により、調定額及び収納額は減り続けている。 

収納率に関しては、債権回収を強化した結果、増加傾向にある。 

 

 

 

 

＜表３：国保料収納率等の推移＞ (再掲) （金額単位：円）

年度 区分 調定額 収納額 不納欠損額 収納率

現年度 1,005,327,200 951,289,701 0 94.62%

滞繰分 179,078,308 49,942,039 14,653,689 27.89%

計 1,184,405,508 1,001,231,740 14,653,689 84.53%

現年度 968,792,100 920,331,695 0 95.00%

滞繰分 165,694,579 63,904,673 9,917,055 38.57%

計 1,134,486,679 984,236,368 9,917,055 86.76%

現年度 958,794,000 914,355,717 0 95.37%

滞繰分 137,180,156 57,392,394 6,960,247 41.84%

計 1,095,974,156 971,748,111 6,960,247 88.67%

(国民健康保険事業状況報告書)
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（２）国保料の滞納状況 

国保料の滞納状況を、年齢別の滞納人数から現状を分析すると、滞納者が高齢者層など特

定の階層に集中せず、それぞれの階層に一定程度存在していることがわかる。これらの分析

結果を活用しながら、的確な対応を通じて収納率の確保をはかる。 

 

 

① 年代別滞納人数 

年代別の滞納人数は、５０・６０歳代の層が多いが、それぞれの年齢層に一定程度の滞納

者が存在している。 

 

 

 

② 滞納金額別集計 

滞納金額の状況は、滞納者数では１万円以上５万円未満の滞納者が約３００人で最も多く、

滞納者全体の４割弱を占めているが、滞納金額については１０万円以上５０万円未満の滞納

額合計が約４千３百万円で、全体の約４割を占めている。 

 

 

 

 

＜表9：国保料年代別滞納人数＞

滞納者数 割合 滞納者数 割合 滞納者数 割合

２９歳まで 67人 7.3% 58人 6.7% 62人 7.4%

３０歳～３９歳 152人 16.5% 131人 15.1% 106人 12.6%

４０歳～４９歳 195人 21.2% 183人 21.0% 175人 20.8%

５０歳～５９歳 184人 20.0% 178人 20.5% 180人 21.4%

６０歳～６９歳 217人 23.6% 196人 22.5% 182人 21.7%

７０歳以上 106人 11.4% 124人 14.2% 135人 16.1%

921人 100.0% 870人 100.0% 840人 100.0%合　　　計

令和元年度
区　　　分

平成29年度 平成30年度

年

齢

層

＜表10：国保料滞納金額別人数・滞納金額＞ （金額単位：千円）

人数 割合 滞納金額 割合 人数 割合 滞納金額 割合 人数 割合 滞納金額 割合

143 15.5% 795 0.6% 148 17.0% 701 0.6% 161 19.2% 819 0.8%

292 31.7% 7,937 5.6% 290 33.3% 7,750 6.3% 309 36.8% 7,767 7.5%

163 17.7% 12,119 8.5% 158 18.2% 11,484 9.3% 134 16.0% 9,522 9.3%

259 28.1% 59,977 42.3% 217 24.9% 49,297 40.1% 193 23.0% 42,884 41.8%

48 5.2% 33,951 23.9% 42 4.8% 28,831 23.4% 32 3.8% 23,178 22.6%

16 1.8% 27,005 19.1% 15 1.7% 25,023 20.3% 11 1.3% 18,517 18.0%

921 100.0% 141,784 100.0% 870 100.0% 123,086 100.0% 840 100.0% 102,687 100.0%合　　計

５万円以上

  10万円未満

10万円以上

  50万円未満

50万円以上

 100万円未満

100万円以上

令和元年度

滞納者数 滞納金額

１万円未満

１万円以上

  ５万円未満

区

分

平成29年度 平成30年度

滞納者数 滞納金額 滞納者数 滞納金額
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（３）国保料の滞納整理の推進 
○目標値 

収納率の向上及び滞納額の削減は負担の公平性の確保にとって極めて重要であるため、

厳しい経済情勢の中ではあるが、滞納額削減の取り組みの方向性に基づき、現年度分の収

納率を９５．５％、滞納繰越分の収納率を３５．０％とする。 

 

 

○取り組みの方向性 

ア）滞納状況の分析 

滞納状況を、滞納者の年齢別や滞納金額などの視点から分析と原因の究明を行ない、効

果的かつ効率的な徴収事務が推進できるよう収納率目標の達成にかかる問題点等を検証す

るなどして計画的に取り組む。 

 

イ）早期対応 

初期の滞納者に対し、早期に電話や文書による催告、徴収を実施し、新たな滞納を増や

さないよう努める。 

 

ウ）滞納処分の強化 

納付に応じない滞納者に対し、担当課において預金・給与等の財産調査を行い、滞納処

分（差押等）を強化する。 

 

エ）分納者に対する対応 

分納による納付者に対しては、納付相談等を通じて従来からの納付計画をできる限り見

直すよう取り組みを進める。分納履行状況を監視し、不履行者に対する速やかな催告、滞

納処分への移行を行う。 

 

オ）口座振替の加入促進 

令和元年度における口座振替加入率は、特別徴収を除き４５．５％（平成３０年度 

４５．０％）と、前年度と比較し増加しているが、収納確保には極めて重要な要素である

ため、さらに加入促進をはかる。 

市報による啓発や納付書送付時の加入案内、金融機関を通じての加入勧奨のほか、窓口

来庁者、新規資格取得者への積極的な加入勧奨を行う。 

平成２８年１月からペイジー口座振替受付を新たに開始したことにより、窓口の国保加

入手続きにあわせて保険料の口座振替手続きが可能となり、より口座振替加入促進を図る

ことができる。 
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カ）その他 

・滞納管理システムにより滞納者との接触状況を記録として残すことで一貫した納付指導

体制をとり、徴収事務の効率化をはかる。 

・短期被保険者証を交付し、滞納者との接触機会の確保をはかる。 

 

 

・長期滞納者については、鳥取中部ふるさと広域連合への徴収委託、及び市税務課債権回

収室への徴収事務移管等により、組織的滞納整理を徹底する。 

・納付者の利便性を考慮し、平成２５年度からコンビニでも国保料の納付ができるように

なり、納付件数が増加している。 

 

 

 

 

＜表11：短期被保険者証・被保険者資格証明書の交付状況＞

28年度 29年度 30年度

短期被保険者証 238世帯 172世帯 170世帯

被保険者資格証明書 51世帯 67世帯 74世帯

   (市健康福祉部事業一覧)

＜表12：コンビニ納付件数の推移＞

28年度 29年度 30年度

コンビニ納付件数 11,240件 11,885件 12,216件

   (コンビニ収納サービス日付別収納内訳明細)

＜表13：国保料滞納整理状況＞ （金額単位：千円）

人数 金額 人数 金額 人数 金額

調定額(現年) 1,005,327 968,792 958,794

収入額(現年) 951,360 920,425 914,483

調定額(滞越) 179,079 165,695 137,180

収入額(滞越) 50,012 63,917 57,399

不納欠損 103人 14,654 100人 9,917 71人 6,960

168,520 140,334 117,266

未還付含む

   (140）

未還付含む

   (106）

未還付含む

   (134）

差押中 42人 25,411 35人 21,629 32人 15,544

執行停止中 111人 31,336 67人 26,921 62人 25,453

分納誓約中 66人 11,106 70人 14,129 101人 15,695

その他 668人 100,667 569人 77,655 472人 60,574

 (市町村における滞納整理事務等にかかる実態調査)

(内訳)

区分
平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

滞納人数および

収入未済額
887人 741人 667人
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第２節 医療費適正化への取り組み  
本市では、医療費適正化の取り組みとして以下の事業に取り組んでいる。  
１ 給付内容点検の適正化 

① レセプト点検の充実強化 

医療事務に精通した専任のレセプト点検員を配置し、外部研修等による点検スキルを高

めながら毎月請求のあるレセプトについて、診療内容の点検、資格、請求点数等の点検を

行う。 

 

 

② 国保資格喪失後受診による不当利得の徴収 

社会保険等に加入した後でも国保で受診する「資格喪失後受診」が発生した場合は、資格

喪失後受診者に対し、保険給付費の返還を求める。また、保険者間で調整が可能な場合は他

の保険に請求を行うなど、不当利得の回収に努める。 

 

③ 第三者行為求償事務 

交通事故等による第三者行為に係る求償は、直接的な医療費の適正化に連動することから

国保連合会と連携し、積極的に対応する。レセプト点検による傷病名からの発見及び第三者

行為のレセプトの抽出に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

＜表14：レセプト点検調査効果額の推移＞ （金額単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度

3,796,113 3,528,342 3,469,721

資 格 点 検 6,326 5,107 8,117

内 容 点 検 2,946 979 2,258

納 付 金 等 9,458 2,461 5,203

合 計 18,730 8,547 15,578

0.49% 0.24% 0.45%

前 年 度 比 較 0.01% -0.25% 0.21%

(国民健康保険事業の実施状況報告「診療報酬明細書点検調査実施状況報告書」)

項　　　　目

診療報酬明細書請求額

財政効果率（％）

財

政

効

果

額
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２ 健康・医療費適正化に対する意識の向上 

① 医療費通知の送付 

医療費の適正化、健康に対する意識の向上等を目的として、被保険者に医療機関で治療

を受けた時の医療費を通知する（１年分の医療費を年４回に分けて通知）。なお、個人情

報保護の観点から個人単位での通知とした（平成 30 年度から実施）。 

 

②  ジェネリック医薬品差額通知による利用勧奨 

新薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額を通知することによりジ

ェネリック医薬品の利用勧奨を行い、患者負担の軽減と国保の医療費の削減をはかる。ま

た、ジェネリック医薬品希望シール・カードを被保険者に配布し、ジェネリック医薬品の更

なる普及啓発を行う（厚生労働省では、ジェネリック医薬品の使用割合（数量シェア※）

を、令和２年９月までに 80％とすることを目標としている）。 

※「ジェネリック医薬品のある先発医薬品」及び「ジェネリック医薬品」を分母とした「ジェネリック医薬品」の数量

シェア 

 

 

 

３ 被保険者資格管理の適正化 
① 退職者医療制度の適用 

 法改正により新たな適用は廃止されたが（平成 27 年４月１日施行）、国保連合会から送付

される年金受給者一覧表を活用し、厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている者で、

遡及して加入期間を満たす被保険者に退職者医療制度への適正な適用をはかる。 

 

＜表15：後発医薬品普及率の推移＞

28年度 29年度 30年度

ジェネリック医薬品普及率(数量シェア) 75.8% 79.2% 82.7%

   (倉吉市国民健康保険ポテンシャル分析)
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第３節 保健事業への取り組み   高齢化の急速な進展や生活習慣病の状況から、疾病の重症化予防や健康増進の取り組みが重
要な課題となっている。保健事業に重点的に取組むため、衛生部門等他部署と連携しながら、実

施体制の強化をはかる。 

「第Ⅲ期倉吉市国民健康保険特定健診等実施計画（平成 30 年度～令和５年度）」及び「第１

期倉吉市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画：平成 30 年度～令和５年度）」に

沿った積極的な保健事業を展開し、データ分析による課題の明確化・効果検証などの評価を行

いながら、被保険者の生涯にわたる健康づくりを促進する。 

健康教育、健康相談については、以下の事業をとおして適切に実施するものとする。  
１ 特定健診・特定保健指導 
「第Ⅲ期倉吉市特定健診等実施計画」に掲げる特定健診・特定保健指導の実施率の向上を

重点目標とし、その他各種計画に掲げる成果目標の着実な進捗をはかる。 

 

（１）目標値 

  第Ⅲ期国民健康保険特定健診等実施計画（平成 30 年度～令和５年度）に設定した目標とする。  

 

（２）取組内容 

① 受診しやすい環境づくり 

特定健診の自己負担金無料を継続するとともに、かかりつけ医で受診できる個別健診、

特定健診とがん検診の同日実施、休日健診や公共施設等利便性に配慮して受診機会を増や

す取り組みを行う。 

 

② 個別案内通知の実施 

過去の受診歴や個々の特性をグループ化して最適な受診勧奨通知を送付する。 

 

③ 個別訪問による受診勧奨 

保健師等が未受診者宅へ家庭訪問を行い、健診受診の必要性を説明し受診を促す。また、

特定保健指導対象者に利用勧奨し保健指導の実施を行う。 

＜表16：特定健診等の実施率＞

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

特定健診 16.9% 17.8% 18.9% 18.5% 20.0% 23.7%

特定保健指導 22.3% 20.5% 15.8% 13.9% 6.1% 9.3%

(特定健康診査・特定保健指導実施状況報告)

＜表17：各年度の目標値（第Ⅲ期）＞

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

特定健診の実施率(目標値) 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

特定保健指導の実施率(目標値) 20.0% 26.0% 32.0% 38.0% 44.0% 50.0%

（倉吉市国民健康保険第Ⅲ期特定健康診査等実施計画）
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２ その他の保健事業 
（１）疾病の早期発見・重症化予防事業 

① 人間ドック検診事業 

人間ドック検診事業は、40歳以上 75歳未満の被保険者を対象に、がんや生活習慣病等

についての総合的な検診を行い、疾病の早期発見と早期治療をはかることを目的に、中部

地区 25医療機関で実施する。 

 

② 脳ドック検診事業 

脳ドック検診事業は、40 歳以上 75 歳未満の被保険者を対象に、脳動脈瘤・脳梗塞等

や生活習慣病等についての検診を行い、疾病の早期発見と早期治療をはかることを目的

に、中部地区４医療機関で実施する。 

 

③ 生活習慣病重症化予防訪問指導事業 

特定健康診査の受診後、その結果に異常値があるにも関わらず医療機関受診が確認で

きない対象者を特定し、受療勧奨及び生活習慣改善のためにアプローチを行い、保健師

等が訪問指導等を行うことで医療機関受診を促す。 

 

④ 生活習慣病治療中断者訪問指導事業 

かつて生活習慣病で定期受診をしていたものの、その後定期受診を中断した対象者を

特定し、治療再開のためにアプローチを行い、訪問指導等を行うことで医療機関受診再

開を促す。 

 

⑤ 重複・頻回受診者訪問指導事業 

レセプトデータから、医療機関への不適切な受診が確認できる対象者、また重複して

服薬している対象者を特定し、適正な医療機関へのかかり方について、専門職による指

導を行う。 

 

⑥ 糖尿病性腎症重症化予防事業 

特定健康診査の検査値とレセプトデータから対象者を特定し、正しい生活習慣を身に

付けることができるように専門職が対象者に面談、電話等による指導を行う。 

 

⑦ 糖尿病性腎症重症化予防フォローアップ事業 

６か月間の糖尿病性腎症重症化予防事業修了者に対し、翌年度１年間、保健師又は管

理栄養士が面談や電話等による病状確認や指導を行い、自己管理行動の継続、改善に繋

げてもらえるよう支援する。 

 

⑧ COPD（慢性閉塞性肺疾患）の早期発見に向けた啓発事業 

COPDの認知度が向上するように広く被保険者へ周知をはかる。 
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第４節 関係機関との連携 
１ 庁内組織の連携 

保健事業の実施にあたっては、市の関係部署を横断的に共有するプロジェクトチーム等を

調整機関として、連携して取り組む。  
２ 医療機関との連携 

新規の保健事業を実施する場合など、必要に応じて鳥取県中部医師会、鳥取県の関係機関

に対して事前協議等を行うとともに、実施にあたって協力を仰ぎながら取り組む。  
３ 保険者等との連携 

保健事業の積極的な推進をはかるため、全国健康保険協会鳥取支部（倉吉市の健康づくり

事業に関する包括連携協定に基づく健康増進策の推進）や鳥取県国民健康保険団体連合会な

どの各種機関と連携及び協力をはかる。  
４ 食生活改善推進員との連携 

生活習慣病予防を推進するため、市民の食生活改善及び健康づくりを推進する指導者とし

て活動する食生活改善推進員の養成及び教育を行い、年間事業計画に基づき、食生活改善の

ための講習会や地区文化祭での活動に取り組み、望ましい食習慣の知識の普及とそれを実践

する市民の育成をはかる。  
５ 地域活動組織の育成・連携 

地域における健康づくり活動を総合的かつ円滑に推進し、資質の向上と意識の高揚をはか

るため、健康づくり地区推進員の研修会を実施するとともに、地域における自主的活動を促

進する。               
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第５節 その他の取り組み 
１ かかりつけ医の取り組み 
日頃からの信頼関係のもと、自分自身をはじめ家族全体の健康と病気に対し適切な指示を

してもらえる「かかりつけ医」を持つことは、疾病の早期発見・早期治療につながるととも

に、健康増進にも役立つものである。 

平成２８年度の診療報酬改定において、かかりつけ医に加えかかりつけ薬局を促進する内

容が盛り込まれた。大病院との役割分担で医療の効率化を図り、住み慣れた地域で安心して

暮らすことのできる体制づくりを目指す内容となっている。 

症状に応じた最適な医療が受けられ、さらに生活習慣へのアドバイスにより疾病の予防、

健康増進につながるというかかりつけ医の効果を示しながら、健康講座等を通じてかかりつ

け医を持っていただく取り組みを進める。 

 

○倉吉市民意識調査で「かかりつけ医」を持っていると答えた人の割合 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

７１．９％ ７３．２％ ７４．１％  
２ 社会保障制度改革への対応 
平成２７年５月２７日に「持続可能な社会保障制度を構築するための国民健康保険法等

の一部を改正する法律」（平成２７年法律第３１号）が成立し、平成３０年度から都道府

県が国保財政運営の責任主体となり、安定的な国保運営について中心的役割を担うことと

なった。 

県と連携をとりながら、住民（被保険者）に対する十分な説明、周知をはかりよりよい

制度の構築に努める。 
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